
【 N-Village 伍桃 】 

学生寮 利用規則の改定点について 

 

2023 年 6 月 1 日より以下を追加とする。 

 

P.7 ３．居室・シェアスペースについて 

   １３．ミーティングルームおよびシェアスペースに共用のゴミ箱・袋は用意せず、 

必ず各自で責任をもって処分を行ってください。 

P.9 第 6 条 迷惑行為の禁止 

   ２４．ゴミ箱・ゴミ袋を廊下などシェアスペースへ置くこと。 

 

 

2025 年 2 月 1 日よりカードキーの配布がない寮生については、以下カードキーに関する事

項を削除し、スマートロック利用規約を遵守するものとする。 

 

P.7 ３．居室・シェアスペースについて 

   １．カードキーを紛失・破損した場合は速やかに管理室へ連絡してください。再発

行費用 7,000 円（税別）が必要となります。 

P.10 第 7 条 管理義務 

   １３．カードキーは常時携帯し大学関係者・管理者から掲示を求められた場合は掲 

示しなければならないまた、他人に貸与、譲渡してはならない。 

 

 

2025 年 4 月 1 日より以下の通り変更とする。 

 

P.6 １．ユニット内設備について 

   居室．ベッドフレーム・エアコン・照明・リモコン（エアコン用・照明用）・室内物

干し竿・テレビ端子・インターホン 

P.7 ３．居室・シェアスペースについて 

   ２．寮内の電球、トイレットペーパー（週 1 回の補充が切れた場合）、リモコンの電

池、ドアの電池などの消耗品は入寮者の負担で交換してください。費用負担は

ユニットメンバーで協議して決めてください。 

P.14 第２３条 退寮時 

   ２．次の入居者のために必ず整理・整頓・清掃を行うこと。 

 

以上 




















